
福岡市開発⾏為の許可等に関する条例第９条第３項第１号の規定に基づき指
定する⼟地の区域，同条第２項第５号の規定及び福岡市開発⾏為の許可等に関
する規則第５条第６項の規定に基づき指定する建築物（案） 

福岡市開発⾏為の許可等に関する条例第９条第２項に基づく区域等を次のように指定する。 

１．指定する区域 別図に⽰す，福岡市東区⼤字志賀島417番1ほか776筆

２．指定する建築物 

(1) 建築基準法施⾏令（昭和 52 年政令第 338 号)第 130 条の３に規定す
る兼⽤住宅

(2) 建築基準法施⾏令第 130 条の５の２に規定する店舗等
(3) 共同住宅⼜は⻑屋（延べ⾯積が 300 平⽅メートル以下であって，各

住⼾の⾯積が 35 平⽅メートルを超えるものに限る。）

指定する区域・建築物の案であり，決定ではありません 
条例に基づく指定区域での制度の概要（市街化調整区域で“住”むこと（新制度版）より抜粋） 
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以下の区域については、区域から除外する。①災害危険区域②土砂災害警戒区域③地すべり防止区域④急傾斜地崩壊危険区域⑤浸水被害防止区域⑥浸水想定区域のうち、洪水等が発生した場　合に、建築物の損壊や浸水により、住民の　生命等に危害が生ずるおそれがあると認め　られる土地の区域（想定浸水深3ｍ以上）




